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(57)【要約】
【課題】それぞれが無線アクセス・ポイント（ＡＰ）機
能を備えるＷＩ－ＦＩモジュールを含む照明装置を用い
た、ネットワーク自己修復方法及びシステムを提供する
。
【解決手段】前記照明装置は無線ルーターに無線で接続
される。前記照明装置は、前記無線ルーターのサービス
・セット識別子（ＳＳＩＤ）をスキャンして、前記無線
ルーターが接続できないことを確認し、自己修復ネット
ワーキング・モードにスイッチを入れる。各照明装置の
無線ＡＰ機能は、自己修復ネットワーキング規則にした
がって起動される。前記照明装置から１つの照明装置が
選択されて、第一照明装置ルーターとして用いられる。
前記複数の照明装置のうち残された、その他の非選択の
照明装置それぞれの無線ＡＰ機能は非起動になり、それ
ぞれ前記第一照明装置ルーターに無線で接続される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明装置を用いるネットワーク自己修復方法であって、
　各照明装置が無線アクセス・ポイント（ＡＰ）機能を備えるＷＩ－ＦＩモジュールを含
み、ここで当該複数の照明装置が無線で無線ルーターに接続される、複数の照明装置を提
供すること、
　前記複数の照明装置により、前記無線ルーターのサービス・セット識別子（ＳＳＩＤ）
をスキャンして、前記無線ルーターが接続できず、自己修復ネットワーキング・モードに
スイッチを入れることを確認すること、
　前記複数の照明装置から１つの照明装置を選択する自己修復ネットワーキング規則にし
たがって、各照明装置の無線ＡＰ機能を起動し、前記選択された照明装置を第一照明装置
ルーターとして用いること、及び
　前記複数の照明装置のうち残っているその他の各非選択の照明装置の無線ＡＰ機能を非
起動にして、前記その他の非選択の照明装置を前記第一照明装置ルーターにそれぞれ無線
で接続すること、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記非選択の照明装置を前記第一照明装置ルーターに無線で接続するステップの後で、
さらに、
　前記第一照明装置ルーターにより前記無線ルーターをスキャンし、前記無線ルーターへ
の再接続を試みること、
　前記第一照明装置ルーターが前記無線ルーターにうまく接続されるとき、前記複数の照
明装置にうち残されたその他の非選択の照明装置に告知すること、
　前記第一照明装置ルーターの無線ＡＰ機能をスイッチ・オフすること、及び
　前記第一照明装置ルーターを、前記その他の非選択の照明装置とともに、前記無線ルー
ターに再接続すること、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第一照明装置ルーターが予め設定される時間間隔で前記無線ルーターをスキャンし
、及び、
　前記無線ルーターのＳＳＩＤがうまくスキャンされるとき、前記第一照明装置ルーター
が前記無線ルーターに接続を試みる、
請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　さらに、
　前記第一照明装置ルーターが接続できないとき、前記複数の照明装置から、自己修復ネ
ットワーキング用の第二照明装置としてもう１つの照明装置を再選択する方法を繰り返す
こと、
を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数の照明装置によるスキャンのステップにおいて、前記複数の照明装置により第
一の予め設定された時間間隔の間に前記無線ルーターのＳＳＩＤが連続的にスキャンされ
た後に、前記無線ルーターのＳＳＩＤがうまくスキャンされないとき、前記無線ルーター
が接続できないことが確認され、前記自己修復ネットワーキング・モードにスイッチが入
れられる、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数の照明装置によるスキャンのステップにおいて、前記無線ルーターのＳＳＩＤ
が連続的にスキャンされた後に、前記無線ルーターのＳＳＩＤがうまくスキャンされるが
、前記無線ルーターが第二の予め設定される時間間隔の間の連続的な試行の後に接続でき



(3) JP 2017-509174 A 2017.3.30

10

20

30

40

50

ないとき、前記無線ルーターが接続できないことが確認され、前記自己修復ネットワーキ
ング・モードにスイッチが入れられる、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第一の予め設定される時間間隔が約５秒～約１０秒である、請求項５に記載の方法
。
【請求項８】
　前記自己修復ネットワーキング規則が、
　前記複数の照明装置から、カスタマイズされた予め設定されるルーティング表にしたが
って、前記第一照明装置ルーターとして連続的に前記１つの照明装置を選択すること、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　各照明装置がメディア・アクセス・コントロール（ＭＡＣ）アドレスに相当し、及び
　前記自己修復ネットワーキング規則が、前記複数の照明装置から、前記第一照明装置ル
ーターとして、最大又は最小のＭＡＣアドレスを有する前記１つの照明装置を選択するこ
とを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　各照明装置のＳＳＩＤがＭＡＣアドレス名を含み、及び
　前記最大又は最小のＭＡＣアドレスが、前記複数の照明装置のＳＳＩＤの値を比較する
ことにより決定される、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記自己修復ネットワーキング規則が、自己ネットワーキング用の自己ルーティング・
プロトコルを採用し、共通に用いられるルーティング・プロトコルを修正して前記複数の
照明装置が前記自己ネットワーキングに接続可能にする、
請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記自己修復ネットワーキング規則が、クウォリティ・オブ・サービス（ＱｏＳ）に基
づく自己ネットワーキング・ルーティング・プロトコルを含み、及び
　各照明装置から集められたネットワーク資源状況にしたがって、ユーザーのＱｏＳ要求
を最も満足させそうな１つの照明装置が前記第一照明装置ルーターとして選択される、
請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記自己修復ネットワーキング規則がオン・デマンド・ルーティング規則を含み、及び
　定期的にルーティング情報を放送することによりルーティング表を維持する代わりに、
ネットワーク消費の効果的な低減が必要なときのみに、ルーティングを確立するルーティ
ング要求を送信する、
請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　スマート端末が前記無線ルーターに無線で接続されて、前記複数の照明装置を制御し、
及び
　前記無線ルーターが接続できないとき、前記スマート端末が前記その他の非選択の照明
装置とともに前記第一照明装置ルーターに接続される、
請求項２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第一照明装置ルーターを、前記その他の非選択の照明装置ルーターとともに前記無
線ルーターに再接続するステップが、
　前記スマート端末を前記無線ルーターに無線で再接続することを含む、
請求項１４に記載の方法。
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【請求項１６】
　前記予め設定される時間間隔が２０秒～４０秒である、
請求項３に記載の方法。
【請求項１７】
　各照明装置が無線ＡＰ機能を備えるＷＩ－ＦＩモジュールを含む、複数の照明装置、及
び
　前記複数の照明装置に無線で接続される無線ルーター、
を含むネットワーク自己修復システムであって、ここで、
　前記無線ルーターが接続されないとき、前記複数の照明装置が自己修復ネットワーキン
グ・モードにスイッチを入れて各照明装置の前記無線ＡＰ機能を起動し、
　自己修復ネットワーキング規則にしたがって、前記複数の照明装置から１つの照明装置
が選択され、当該選択された照明装置が照明装置ルーターとして用いられ、及び
　その他の非選択の照明装置のそれぞれが、前記無線ＡＰ機能を非起動にし、それぞれ前
記照明装置ルーターに無線で接続する、
システム。
【請求項１８】
　さらに、無線通信性能を有するスマート端末を含み、ここで、
　前記スマート端末が前記無線ルーターに無線で接続し、前記複数の照明装置を制御し、
及び
　前記無線ルーターが接続できないとき、前記スマート端末が前記照明装置ルーターに無
線で接続する、
請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記照明装置がＬＥＤ照明装置である、請求項１７に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記スマート端末が、スマートフォン、ラップトップ・コンピュータ、タブレット・コ
ンピュータ、ＰＤＡ（個人情報端末）、又はスマート・ウォッチである、請求項１８に記
載のシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、「照明装置を用いるネットワーク自己修復方法及びシステム」を発明の名
称とし、2014年9月15日に出願された中国特許出願CN201410469731.0に基づく優先権を主
張し、この出願全体の開示及び内容は本発明に参照により取り込まれる。
【０００２】
　本願開示は、照明技術の分野に関し、特に、照明装置を用いるネットワーク異常用の自
己修復方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　照明装置は、しばしば、仕事、生活、及び／又はその他の特別の目的のための良好な視
界をもつ快適で楽しい環境を提供する様々な光源を用いる。今日、照明装置はますますイ
ンテリジェント（intelligent）なものになってきている。スマートな（smart）家庭にお
いて、照明装置は、無線ルーターを介してホームネットワークに接続する無線通信モジュ
ールを含むことができ、これにより当該ホームネットワークを介した照明制御が可能にな
る。したがって、照明装置は、ユーザーにユニークなスマート実感をもたらし、快適な生
活環境を創造する、スマートな家庭環境におけるスマート装置の一部分となる。
【０００４】
　ＷＩ－ＦＩ（Wireless-Fidelity）技術により、パソコン、携帯（hand-held）装置（例
えば、個人情報端末（ＰＤＡ）、又は携帯電話）及びその他のスマート端末が無線で他の
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各端末と相互接続することが可能になる。無線ネットワーク技術の引き続く人気と発達に
したがい、この無線ネットワークの利用範囲が拡大している。特定の領域において、無線
ネットワークは無線アクセス・ポイント（ＡＰ）を用いて端末と有線ローカル・エリア・
ネットワークとの間の通信を実行することができる。ＡＰは、有線ローカル・ネットワー
クの無線局へのアクセスを容易にするばかりでなく、無線ワークステーションの有線ロー
カル・ネットワークへのアクセスを容易にすることができる。前記ＡＰの利用範囲域内で
は、端末、携帯端末又は固定端末のいずれかは、無線信号を検知して受信し、前記無線Ａ
ＰのＳＳＩＤ（サービスセット識別子）を取得し、これにより前記無線ＡＰを介して前記
ネットワークにアクセスすることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　スマート・ホーム環境において、照明装置は、ＷＩ－ＦＩを介してルーターに接続し、
前記ホームネットワークにアクセスすることができる。制御端末は、前記ルーターを介し
て前記照明装置におけるスマート制御を実行することができる。しかしながら、前記ホー
ムネットワークは不安定になり得る。例えば、前記ルーターの性能が不安定で故障が発生
するとき、前記ホーム環境における照明装置は、非接続になって制御を失う可能性があり
、これが照明及びユーザー実感に影響を与える。したがって、ネットワーク異常があると
きに、当該ネットワークを回復させる自己修復方法を提供することが望ましい。
【０００６】
　本願開示の方法及びシステムは、当該技術分野の上記の１又は複数の課題及びその他の
課題の解決に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願開示の1つの側面において、複数の照明装置を用いるネットワーク自己修復方法が
提供される。各々の照明装置には、無線アクセス・ポイント（ＡＰ）機能を備えるＷＩ－
ＦＩモジュールが含まれる。複数の照明装置が無線ルーターに無線で接続される。前記複
数の照明装置は、前記無線ルーターのサービス・セット識別子（ＳＳＩＤ）をスキャンし
て、前記無線ルーターが接続できないことを確認して、自己修復ネットワーク・モードに
スイッチを入れる。各照明装置の無線ＡＰ機能は、自己修復ネットワーキング規則にした
がって起動する。前記複数の照明装置から１つの照明装置が選択されて、第一照明装置ル
ーターとして用いられる。前記複数の照明装置のうち残ったその他の非選択の各照明装置
の無線ＡＰ機能は起動されず、前記第一照明装置のルーターにそれぞれ無線で接続される
。
【０００８】
　本願開示のもう１つの側面において、照明装置を用いるネットワーク自己修復システム
が提供される。当該システムには、複数の照明装置、及び当該複数の照明装置に無線で接
続されるように構成される無線ルーターが含まれる。各照明装置には無線ＡＰ機能を備え
るＷＩ－ＦＩモジュールが含まれる。前記無線ルーターに接続できないとき、前記複数の
照明装置は自己修復ネットワーキング・モードにスイッチが入って各照明装置の無線ＡＰ
機能が起動（activate）する。自己修復ネットワーキング規則にしたがって前記複数の照
明装置から１つの照明装置が選択され、当該選択された照明装置が照明装置ルーターとし
て用いられる。その他の非選択の各照明装置は前記無線ＡＰ機能を非起動（deactivate）
とし、それぞれ前記照明装置ルーターに無線で接続されるように構成される。
【０００９】
　当業者は、本願開示のその他の側面を、本願開示の記載、特許請求の範囲、及び図面に
照らして理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　以下の図面は様々な開示の態様にしたがった説明のための単なる実例であり、本願発明
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の範囲を限定することを意図するものではない。
【００１１】
【図１】図１は、本願開示の様々な開示の態様にしたがった、照明装置を用いるネットワ
ーク異常修正のための自己修復方法の１例を示すフローチャートである。
【００１２】
【図２】図２は、本願開示の様々な開示の態様にしたがった、照明装置を用いるネットワ
ーク異常修正のための自己修復システムの１例を示す構造図である。
【００１３】
【図３】図３は、本願開示にしたがった、照明装置を用いるネットワーク異常修正のため
の自己修復システムのもう１つの例を示す構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　添付図面に記載された本願発明態様の実例について、以下に詳細な説明を行う。以下、
本願開示にしたがった態様は、図面を参照して記載される。可能な限り、全図面を通して
、同一又は類似のものを言及するために同一の参照番号を用いる。記載された態様は幾つ
かあり、本願発明の全ての態様ではないことは明らかである。開示された態様に基づいて
、当業者は、本願開示にしたがったその他の態様を導くことができるが、それらのすべて
は本願発明の範囲内にある。
【００１５】
　図１に示されるように、本願開示は、様々な開示の態様にしたがった複数の照明装置を
提供する。各照明装置は、無線アクセス・ポイントを有するＷＩ－ＦＩモジュールを含む
ように構成される。前記複数の照明装置は無線で無線ルーターに接続することができる。
前記無線ルーターが異常及び／又はさもなければ接続することができないとき、本願開示
はネットワーク異常を克服する自己修復方法を提供する。
【００１６】
　図１のステップＳ１において、各照明装置は元の無線ルーターをスキャンして、この元
の無線ルーターに接続できないことを確認することができる。前記照明装置は、次に自己
修復ネットワーキング・モードにスイッチを入れることができる。
【００１７】
　ステップＳ２において、各照明装置はＡＰ機能にスイッチを入れることができる。自己
修復ネットワーキング規則にしたがって、前記照明装置の１つを、各々が新しいルーター
として（「照明装置ルーター」、「新しい又は次の照明装置ルーター」、又は「第一照明
装置ルーター」ともいう。）スイッチが入れられたＡＰ機能を有する複数の照明装置から
選択することができる。
【００１８】
　ステップＳ３において、他の非選択の照明装置（前記新しい照明装置ルーターとして用
いられる選択された１つの照明装置以外）は、応答してそのＡＰ機能をオフにすることが
でき、前記新しい照明装置ルーター（すなわち、スイッチが入った又は起動したＡＰ機能
を有する前記選択された照明装置）にそれぞれ無線で接続する。
【００１９】
　ステップＳ４において、前記新しい照明装置ルーターは、前記元の無線ルーターをスキ
ャンして、前記元の無線ルーターとの接続の確立を試みることができる。前記接続が、前
記新しい照明装置ルーターと前記元の無線ルーターとの間に確立するとき、全てのその他
の非選択の照明装置は、例えば前記新しい照明装置ルーターにより通知されることができ
る。前記新しい照明装置ルーターは、次に前記ＡＰ機能をオフにすることができ、前記元
の無線ルーターと前記その他の非選択の照明装置とを再接続することができる。この様式
において、前記複数の照明装置の全ては前記元の無線ルーターに再接続される。
【００２０】
　特定の態様において、ステップＳ４で前記新しい照明装置ルーターは、約２０から約４
０秒の時間間隔で前記元の無線ルーターをスキャンすることができる。例えば、前記スキ
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ャンの間隔は約３０秒とすることができる。前記元の無線ルーターのＳＳＩＤ（サービス
セット識別子）がうまくスキャンされるとき、前記新しい照明装置ルーターは前記元の無
線ルーターとの再接続を試みることができる。
【００２１】
　さらに、ステップＳ３において得られた前記新しい照明装置ルーターが前記元の無線ル
ーターと接続することができないとき、ステップＳ１からＳ４は、前記複数の照明装置か
らもう１つの照明装置を繰り返し選択して、前記自己修復ネットワーキング業務を実行し
、「第二照明装置ルーター」ともいう、もう１つの新しい照明装置ルーターを提供するこ
とができる。
【００２２】
　前記第二照明装置ルーターを特定するために、本願開示の方法は繰り返すことができる
。例えば、ステップＳ１において、前記複数の照明装置は前記元の無線ルーターのＳＳＩ
Ｄをスキャンすることができる。前記元の無線ルーターのＳＳＩＤが、例えば、特定時間
間隔の連続スキャンの間うまくスキャンできないとき、前記元の無線ルーターが接続でき
ず、前記複数の照明装置が前記自己修復ネットワーキング・モードにスイッチを入れこと
ができるか確認する。前記時間間隔のそのような連続スキャンは約３秒から約１０秒であ
り得る。前記元の無線ルーターがそのような連続スキャンの後で接続できない場合、前記
元の無線ルーターが接続できず、前記複数の照明装置が前記自己修復ネットワーキング・
モードにスイッチを入れることができるか確認する。様々な態様において、前記照明装置
は、実際的な必要性にしたがって異なる時間間隔の間、前記元の無線ルーターをスキャン
するように構成することができる。
【００２３】
　１つの態様において、ステップＳ２に記載される前記自己修復ネットワークング規則は
、カスタマイズされ予め設定されるルーティング表（routing table）にしたがって、前
記複数の照明装置から連続的に１つの照明装置を新しい照明装置ルーターとして選択する
ことを含むことができる。
【００２４】
　もう１つの態様において、本願発明で開示される前記自己修復ネットワーキング規則は
、前記複数の照明装置全ての中から、最大の又は最小のＭＡＣ（Media Access Control）
アドレスを有する１つの照明装置を１つの新しい照明装置ルーターとして選択することを
含む。各照明装置は、それ自身のＳＳＩＤに含まれる、対応するＭＡＣアドレス名をもつ
ことができる。したがって、前記最大の又は最小のＭＡＣアドレスの値は前記ＳＳＩＤと
の比較により決定することができる。
【００２５】
　その他複数の態様において、前記自己修復ネットワーキング規則は、ネットワーキング
（networking）のための自己ルーティング・プロトコル（routing protocol）を採用する
ことができる。前記自己修復ネットワーキング規則の1つの例において、前記照明装置が
自己ネットワーキングのための必要性に適合できるように、共通のルーティング・プロト
コルを修正することができる。例えば、ＤＳＤＶ（Destination Sequenced Distance Vec
tor）プロトコルは、共通に用いられるＲＩＰプロトコルを修正することにより確立され
る。前記自己修復ネットワーキング規則のもう１つの例において、オン・デマンド・ルー
ティング規則を用いることができる。ルーティング情報の定期的な放送によるルーティン
グ表を維持する代わりに、ネットワーク消費が効率的に低減するように、ルーティングを
確立するためのルーティング要求を必要時のみに送信することができる。典型的な例は、
動的ソースルーティング（dynamic source routing）、ＡＯＤＶ（Ad-hoc On-demand Dis
tance Vector）などを含むことができる。前記自己修復ネットワーキング規則のもう１つ
の例において、クウォリティ・オブ・サービス（QoS）に基づくルーティングを用いるこ
とができる。回収されたネットワーク資源状況にしたがって（通常「ジャンピング・フィ
ギュア（jumping figure）」と用いられるものとは違う）、前記照明装置の中心点は、ユ
ーザーのＱｏＳ要求を最も満足させそうな照明装置を、例えばＬＳ－ＱｏＳ（リンク状態
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（Link State）-QoS）のような、前記新しい照明装置ルーターとして選択することができ
る。
【００２６】
　様々な態様において、前記複数の照明装置は、無線で前記元の無線ルーターに接続され
るスマート端末によって制御することができる。したがって、ステップＳ３において、前
記スマート端末は、その他の非選択の照明装置とともに、前記新しい照明装置ルーターに
同時にそれぞれ接続することができる。前記元の無線ルーターにうまく再接続されるとき
、その時には、前記スマート端末は前記元の無線ルーターに再接続することができる。
【００２７】
　図２は、本願開示の様々な態様にしたがった照明装置を用いる、ネットワーク異常を修
正するための自己修復システムの１例を示している。前記自己修復システムの例は、無線
ルーター、無線通信性能を備えるスマート端末、及び複数の照明装置を含むことができる
。各照明装置は、無線ＡＰ機能を備えるＷＩ－ＦＩモジュールを含むことができる。特定
の態様において、前記照明装置はＬＥＤ（発光ダイオード）照明装置でもよい。前記スマ
ート端末は、例えば、スマートフォン、ラップトップ・コンピュータ、タブレット・コン
ピュータ、ＰＤＡ、スマート・ウォッチ、などのような無線通信性能を有する如何なるス
マート装置であってもよい。１つの態様において、前記スマート端末はスマートフォンで
もよい。
【００２８】
　１例の態様において、複数のＬＥＤ照明装置は１つの（元の）無線ルーターにそれぞれ
接続することができる。スマートフォンは、前記無線ルーターに無線で接続し、前記無線
ルーターを介して前記ＬＥＤ照明装置を制御することができる。前記無線ルーターが異常
により接続できないとき、全ての前記ＬＥＤ照明装置の中で１つの新しいＬＥＤ照明装置
を、自己修復ネットワーキング規則にしたがって、新しい照明装置ルーターとして選択す
ることができる。前記スマートフォン及び前記その他の非選択のＬＥＤ照明装置（前記選
択されたＬＥＤ照明装置を除く）は、それぞれ無線で前記新しい照明装置ルーター（すな
わち、前記選択されたＬＥＤ照明装置）に接続することができる。
【００２９】
　開示されるように、様々な自己修復ネットワーキング規則を本願発明で用いることがで
きる。説明のために、前記自己修復ネットワーキング規則は、前記ＬＥＤ照明装置のＭＡ
Ｃアドレスの値と比較して、前記ネットワーク自己修復システムのために主要に記載され
る。この例において、最小のＭＡＣアドレスを有するＬＥＤ照明装置は、前記新しい照明
装置ルーターに選択される。前記ネットワーキング・プロセスは、次の例のプロセスを含
むことができる。
【００３０】
　前記無線ルーターが正常に操作するとき、前記無線ルーターは、ＬＥＤ照明装置Ａ、Ｌ
ＥＤ照明装置Ｂ、ＬＥＤ照明装置Ｃ、．．．及びＬＥＤ照明装置Ｎを含む、複数のＬＥＤ
照明装置に無線で接続する。これらのＬＥＤ照明装置は、ＡＰ機能を含むことができる。
これらのＬＥＤ照明装置は、オフ又は非起動状態のＡＰ機能を有することができる。また
、これらのＬＥＤ照明装置は、ＳＴＡ（station）ワーキング・モードにあることもでき
る。前記スマート端末は、前記無線ルーターに無線で接続することにより、前記ＬＥＤ照
明装置を制御することができる。その間に、前記無線ルーターは、インターネット又はク
ラウド・サーバーに接続して、遠隔制御信号を受信し、前記ＬＥＤ照明装置を制御するこ
とができる。また、前記スマート端末は、前記無線ルーターに無線で接続することにより
、インターネットにアクセスすることもできる。
【００３１】
　前記無線ルーターが前記ネットワークから消え、適切に接続できないとき、全ての前記
ＬＥＤ照明装置は、自己修復ネットワーキング・モードにスイッチを入れることができる
。すなわち、全ての前記ＬＥＤ照明装置は前記ＡＰ機能を起動することができる。すべて
の前記ＬＥＤ照明装置は、そのＳＳＩＤを呼ばれるとき統一された名前接頭辞（name pre
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fix）を有するように構成することができる。例えば、前記名前接頭辞は、「Sengled」の
ような統一されたユーザー名又はベンダー名であり得る。前記ＳＳＩＤは、前記ＭＡＣア
ドレスの最後の４つの文字の後に接尾辞名をもつことができる。例えば、ＭＡＣアドレス
の最後の４つの文字が、ＡＡＡＡ、ＡＡＡＢ、及びＡＡＡＣであるとき、前記ＳＳＩＤは
SengledＡＡＡＡ、SengledＡＡＡＢ、及びSengledＡＡＡＢと呼ばれることができる。
【００３２】
　図３に示されるように、最小のＭＡＣアドレスを有するＬＥＤ照明装置Ａは前記照明装
置ルーター又は新しいアクセス・ポイントに選択することができる。前記ＬＥＤ照明装置
Ａは前記ＡＰの起動状態又はオン状態に維持することができる。前記その他の非選択ＬＥ
Ｄ照明装置は、予め設定される公開されているパスワードを用いて、ＳＴＡワーキング・
モードにスイッチを入れることができる。前記その他のＬＥＤ照明装置はSengledＡＡＡ
Ａ（例えば、ＬＥＤ照明装置Ａ）にアクセスすることができる。前記スマート端末は、制
御ＬＥＤ照明装置Ａ自身を含み、前記ＬＥＤ照明装置Ａにより提供されるネットワークに
おける全ての前記ＬＥＤ照明装置を制御することができる。
【００３３】
　前記元の無線ルーターが使用されるとき、前記元の無線ルーターは、前記ＬＥＤ照明装
置が遠隔制御できるように、インターネットに接続することができる。また、前記スマー
トフォンは、前記元の無線ルーターを介してインターネットにアクセスすることができる
。前記元の無線ルーターが接続できないとき、前記ＬＥＤ照明装置は自己修復ネットワー
キング・タスクを実行して、新しい照明装置ルーター又は新しいアクセス・ポイントを提
供し、新しいローカルエリア・ネットワーク（ＬＡＮ）を構築することができる。前記ス
マート端末は、前記新しい照明装置ルーター又はアクセス・ポイントに接続して、前記Ｌ
ＡＮ内の前記ＬＥＤ照明装置を制御することができる。前記選択されたＬＥＤ照明装置、
すなわち、前記新しい照明装置ルーター又はアクセス・ポイントも異常により接続できな
いとき、全ての前記残りのＬＥＤ照明装置は、そのＡＰ機能を起動して、前記自己修復ネ
ットワーキング・プロセスを繰り返し、最小のＭＡＣアドレスを有するＬＥＤ照明装置を
選択してもう１つの新しい照明装置ルーター又はアクセス・ポイントを提供して、前記Ｌ
ＥＤ照明装置を制御するため安定なネットワークを確立することができる。
【００３４】
　本願開示にしたがった、いくつかの態様において、ネットワーク自己修復機能は、ネッ
トワーク状態をユーザーに示すために前記ＬＥＤ照明設定に取り込むことができる。例え
ば、前記元のＷＩ－ＦＩルーターが接続できないとき、前記ＷＩ－ＦＩルーターを取り込
んだＬＥＤ照明装置は、光を点滅し又は異なる色に変化させて、前記ＷＩ－ＦＩルーター
が消えたことを示すことができる。また、新しい照明装置が選択されるとき、前記照明装
置も、前記ＬＥＤ照明（全て又はいくつかの照明装置の）を異なる色又は点滅に設定して
、前記新しい照明装置が前記ネットワークのルーターとして機能することを示すことがで
きる。
【００３５】
　また、様々なネットワーク自己修復機能に関連する照明調節もスマートフォンを介して
ユーザーによりカスタマイズすることができる。例えば、ユーザーは、前記照明装置に接
続されるスマートフォンの制御プログラムを用いて、前記ＷＩ－ＦＩルーターを備える元
の照明装置がもう接続できないとき、全ての前記ＬＥＤ照明装置がオレンジ色の光を短時
間（例えば、５秒間）発するように設定することができる。新しい照明装置が前記新しい
ルーターとして働くように選択されるとき、前記ユーザーは、制御プログラムを用いて、
全ての前記ＬＥＤ照明装置が緑色の光を短時間（例えば、５秒間）発するように設定する
ことができる。
【００３６】
　本願開示のその他の態様は、本願開示の発明の明細書及び実施を考慮すれば、当業者に
明らかであろう。本願の明細書及び実施は単なる例示であり、本願発明の真の範囲及び神
髄は特許請求の範囲で示される、として企図されるものである。
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【産業上の利用可能性】
【００３７】
　如何なる請求項及び／又は明細書の範囲の限定なしに、本願開示の態様の産業上の利用
可能性及び特定の有利な効果を、実例を挙げて説明する。本願開示の態様の解決手段の様
々な変更、修飾、又は等価物は当業者に明らかであり得、本願開示に含むことができる。
【００３８】
　本願開示は、照明装置を用いるネットワーク異常のための自己修復方法及びシステムを
提供する。前記照明装置は、無線ルーター異常時又は接続ラインに問題があるとき、自己
修復ネットワークを構築して前記照明装置の制御が失われることを防ぐことができる。前
記元の無線ルーターが接続できないことを確認後、各照明装置は前記ＡＰ機能にスイッチ
を入れることができる。１つの照明装置を、自己修復ネットワーキング規則にしたがって
新しい照明装置ルーター（又は新しいアクセス・ポイント）に選択することができる。照
明装置が選択されたとき、前記その他の非選択の照明装置（前記選択された照明装置を除
く）は、そのＡＰ機能をオフにして、前記新しい照明装置ルーター又はアクセス・ポイン
トにそれぞれ無線で接続することができる。前記選択された照明装置は、新しいネットワ
ークを構築する先端として働くことができる。
【００３９】
　自己修復ネットワーキング方法は、融通性をもってネットワーク異常を処理し、ネット
ワークの安定性を維持し、効果的でタイムリーな様式で照明制御を確保することができ、
これにより信頼性があり快適な家庭生活環境を提供する。

【図１】 【図２】

【図３】
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【国際調査報告】
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